
＜ご利用料金表＞
令和４年１０月１日改定　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問介護ステーション　もみじ館
　〈ベースアップ等支援加算含む〉        （ 8：00～18：00）

身体介護 生活援助

提供時間 ２０分未満
２０分以上
３０分未満

30分以上
１時間未満

１時間以上
１時間半未満

１時間半以上
2時間未満

２０分以上
４５分未満

４５分以上

基本単位数 （単位） 184 275 436 637 729 201 248

介護職員処遇
改善加算 （Ⅰ）加算
率6.3％
　　　　＋
介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ)加
算率13.7％
　　　　+
介護職員等ベース
アップ等支援加算
加算率2.4％

基本単位数に
左記加算を
乗じた単位

少数点以下四捨五入

225 337 534 780 892 246 304

利用費用額
１円未満端数切捨

10.70円 2,407円 3,605円 5,713円 8,346円 9,544円 2,632円 3,252円

ご利用者負担額（１割）
（費用額－保険請求額）

２４１円 ３６１円 ５７２円 ８３５円 ９５５円 ２６４円 ３２６円

身体介護中心型を行った後に、引き続き生活援助を行った時 通院等乗降介助

提供時間

身体介護が20分以
上
30分未満に続き
生活援助が20分以
上
45分未満

身体介護が20分以
上
30分未満に続き
生活援助が45分以
上
70分未満

身体介護が30分以
上
60分未満に続き
生活援助が20分以
上
45分未満

１回につき

※水戸市在住の方に対応

基本単位数 （単位） 349 422 509 109

介護職員処遇
改善加算 （Ⅰ）加算
率6.3％
　　　　＋
介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ)加
算率13.7％
　　　　+
介護職員等ベース
アップ等支援加算
加算率2.4％

基本単位数に
左記加算を
乗じた単位

少数点以下四捨五入

427 517 623 133

利用費用額
１円未満端数切捨

10.70円 4,568円 5,531円 6,666円 1,423円

ご利用者負担額（１割）
（費用額－保険請求額）

４５７円 ５５４円 ６６７円 １４３円

※通院等乗降介助は要介護に対応です。

１，３７１円 １，６６０円 ２，０００円 ４２７円

ご利用者負担額（２割）
（費用額－保険請求額）

９１４円 １，１０７円 １，３３４円 ２８５円

ご利用者負担額（３割）
（費用額－保険請求額）

７９０円 ９７６円

ご利用者負担額（２割）
（費用額－保険請求額）

４８２円 ７２１円 １，１４３円 １，６７０円 １，９０９円 ５２７円 ６５１円

ご利用者負担額（３割）
（費用額－保険請求額）

７２３円 １，０８２円 １，７１４円 ２，５０４円 ２，８６４円



※介護保険による給付サービスを利用する場合は、原則として利用費用額の１割が自己負担となります。

　（介護保険負担割合証記載の負担割合額が自己負担額となります）
※介護保険給付の限度額を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

※介護保険による給付サービスを利用する場合は、原則として利用費用額の１割が自己負担となります。

　（介護保険負担割合証記載の負担割合額が自己負担額となります）

※介護保険給付の限度額を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

ご利用者負担額（２割）
（費用額－保険請求額）

２，８７８円 ５，７５０円 ９，１２４円

ご利用者負担額（３割）
（費用額－保険請求額）

４，６２０円 ９，２２９円 １４，６４４円

（1割自己負担の場合）

<水戸市＞　介護予防　・　日常生活支援総合事業　（第一号訪問事業）

提供時間 訪問型サービスⅠ 訪問型サービスⅡ 訪問型サービスⅢ

対象の方 要支援１・２ 要支援１・２ 要支援２

ご利用回数 週１回程度 週２回程度 週２回程度を超える

提供時間 １時間程度 １時間程度 １時間程度

基本単位数 （単位） 1,176 2,349 3,727

介護職員処遇
改善加算 （Ⅰ）加算
率6.3％
　　　　＋
介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ)加
算率13.7％
　　　　+
介護職員等ベース
アップ等支援加算
加算率2.4％

基本単位数に
左記加算を
乗じた単位

少数点以下四捨五入

1,439 2,875 4,562

利用費用額
１円未満端数切捨

10.70円 15,397円 30,762円 48,813円

ご利用者負担額（１割）
（費用額－保険請求額）

１，５４０円 ３，０７７円 ４，８８２円

６，１５３円 ９，７６３円

　（1割自己負担の場合）

<茨城町＞　介護予防　・　日常生活支援総合事業　（第一号訪問事業）

提供時間 訪問型サービスⅠ 訪問型サービスⅡ 訪問型サービスⅢ

対象の方 要支援１・２ 要支援１・２ 要支援２

ご利用回数 週１回程度 週２回程度 週２回程度を超える

提供時間 １時間程度 １時間程度 １時間程度

基本単位数 （単位） 1,176 2,349 3,727

介護職員処遇
改善加算 （Ⅰ）加算
率6.3％
　　　　＋
介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ)加
算率13.7％
　　　　+
介護職員等ベース
アップ等支援加算
加算率2.4％

基本単位数に
左記加算を
乗じた単位

少数点以下四捨五入

1,439 2,875 4,562

利用費用額
１円未満端数切捨

10.00円 14,390円 28,750円 45,620円

ご利用者負担額（１割）
（費用額－保険請求額）

１，４３９円 ２，８７５円 ４，５６２円

ご利用者負担額（２割）
（費用額－保険請求額）

３，０８０円

ご利用者負担額（３割）
（費用額－保険請求額）

４，３１７円 ８，６２５円 １３，６８６円



※介護保険による給付サービスを利用する場合は、原則として利用費用額の１割が自己負担となります。

　（介護保険負担割合証記載の負担割合額が自己負担額となります）

※介護保険給付の限度額を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

　（1割自己負担の場合）

＜笠間市＞　　介護予防・日常生活支援総合事業　（第一号訪問事業）

提供時間 訪問型サービスⅣ 訪問型サービスⅤ 訪問型サービスⅥ

対象の方 要支援１・２ 要支援１・２ 要支援２

ご利用回数 週１回程度 週２回程度 週２回程度を超える

提供時間 １時間程度 １時間程度 １時間程度

基本単位数 （単位） 　268/回 （月4回まで） 　272/回 （月8回まで） 287/回 （月12回まで）

介護職員処遇
改善加算 （Ⅰ）加算
率6.3％
　　　　＋
介護職員等特定
処遇改善加算（Ⅰ)加
算率13.7％
　　　　+
介護職員等ベース
アップ等支援加算
加算率2.4％

基本単位数に
左記加算を
乗じた単位

少数点以下四捨五入

328 333 351

利用費用額
１円未満端数切捨

10.21円 3,348円/回 3,399円/回 3,583円/回

ご利用者負担額（1割）
（費用額－保険請求額）

３３５円/回 ３４０円/回 ３５９円/回

６８０円/回 ７１７円/回

ご利用者負担額（３割）
（費用額－保険請求額）

１，００５円/回 １，０２０円/回 １，０７５円/回

ご利用者負担額（２割）
（費用額－保険請求額）

６７０円/回


